
登録特定行為事業者関係の手続きについて別添

　
１　必要書類
① 登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録申請書（様式第１）
② 法人の定款又は寄附行為
③ 登記事項証明書（直近３か月以内の原本）
④ 介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿（様式１号）
⑤ 様式１号の名簿掲載者に係る認定特定行為業務従事者認定証の写し（認定特定行為業務従事者が従事する場合）、又は看護師等の免許証の写し（看護師等が従事する場合）
⑥ 社会福祉士及び介護福祉法第48条の4各号の規定に該当しない旨の誓約書（様式２号）
⑦ 登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）の登録基準要件に係る書類（様式３号）
⑧ 登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録基準要件に係るチェックリスト
（様式３号別紙）
⑨ 業務方法書
　　　業務方法書に別紙添付とした場合　　連絡体制・連携体制表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　感染症対応マニュアル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緊急時の連絡ルート表等
⑩ 医師の指示書様式
⑪ 喀痰吸引等計画書様式
⑫ 喀痰吸引等実施報告書様式
⑬ 備品等一覧表
⑭ 説明書兼同意書様式
⑮ ヒヤリハット報告書
⑯ 登録通知書を送付するための返信用封筒(定形長３号に住所を記載し、１１０円切手を添付)

　　※必要書類と合わせて、記載例・留意事項を掲載していますので、確認の上で申請書の提出を
お願いします。

　　










２　事務の流れ
　　　　　　　　　　　　　　
従事者認定証の申請
１.県内事業所が取り
まとめて申請

２.個人で申請
☆県内在住で、県外
事業所勤務者
愛知県







①認定特定行為業務従事者認定証
交付申請
地域福祉課

※認定証発行
喀痰吸引等研修修了者



                          　②認定特定行為業務従事者認定証交付



高齢福祉課

※事業者登録
…介護保険法上の
事業所

③登録喀痰吸引等事業者
（登録特定行為事業者）登録申請


事業者登録の申請
☆県内事業者に限る


障害福祉課

※事業所登録
…障害者総合支援法上の事業所

④登録番号の交付・公示






３　提出方法
· 障害福祉課障害福祉事業所支援室事業所指導第一グループに郵送してください。
· 提出期限は登録予定月（１日付）の前々月の末日（消印有効）となります。
· 申請書類が明らかに不足する場合（提出書類一覧表に記載されている書類の添付がない場合等）は、申請書類を返却させていただきますので御注意下さい。

　　※　障害者総合支援法上の事業所については障害福祉課障害福祉事業所支援室、介護保険法上の事業所については高齢福祉課が申請窓口となります。



問合せ先
　愛知県福祉局障害福祉課障害福祉事業所支援室
事業所指導第一グループ　電話 052-954-6317




